
JP 4936143 B2 2012.5.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ用マウスであって、
　マウス本体の前方部に配置した、人差し指で操作可能な右クリックスイッチを兼用する
　画面スクロール用スイッチと、
　前記画面スクロール用スイッチの左側に配置した、人差し指で操作可能な左クリックス
　イッチと、
　前記画面スクロール用スイッチの右側に配置した、中指の曲げ伸ばしによる移動操作を
可能にする、中指の指先を置くための薄く形成された中指置き部と、
　マウス本体の右側部に配置した、薬指の曲げ伸ばしによる移動操作を可能にする、薬指
の指先を置くための、薄く形成された薬指置き部と、を備えたことを特徴とするコンピュ
ータ用マウス。
【請求項２】
　マウス本体の左側部に配置した、親指の曲げ伸ばしによる移動操作を可能にする、親指
の指先を置くための、薄く形成された親指置き部をさらに備えることを特徴とする、請求
項１に記載のコンピュータ用マウス。
【請求項３】
　マウス本体の右側部であって、前記薬指置き部の後方側に配置した、小指の曲げ伸ばし
による移動操作を可能にする、小指の指先を置くための、薄く形成された小指置き部をさ
らに備えることを特徴とする、請求項１から請求項２のいずれか一項に記載のコンピュー
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タ用マウス。
【請求項４】
　力を抜いた自然な状態でマウスに手を被せ、指先を前記各指置き部に置いたときに、指
を曲げ伸ばしすることによってマウスを前後に移動させる為に必要な空間が、マウス本体
の、少なくとも前記中指置き部と薬指置き部の後方側に位置する部分と、指と手のひらの
作るアーチとの間にできるように、マウス本体を形成したことを特徴とする請求項１から
請求項３のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウス。
【請求項５】
　前記人差し指で操作可能な右クリックスイッチを兼用する画面スクロール用スイッチが
、人差し指で操作可能な右クリックスイッチであるとともに、マウス本体左側面部に配置
した、親指で操作可能な画面スクロール用スイッチをさらに備えることを特徴とする、請
求項１から請求項４のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウス。
【請求項６】
　前記中指置き部、薬指置き部、小指置き部において、隣り合う二つの指置き部または三
つの指置き部の全部がつながり、一体となっていることを特徴とする、請求項１から請求
項５のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウス。
【請求項７】
　前記指置き部の縁の、少なくとも一部に凸部を設けたことを特徴とする、請求項１から
請求項６のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウス。
【請求項８】
　前記左クリックスイッチの周りを囲うように、凸部を設けたことを特徴とする、請求項
１から請求項７のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウス。
【請求項９】
　移動距離検出部とマウス本体の筺体とを、水平方向に回動可能であるように結合したこ
とを特徴とする、請求項１から請求項８のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウス。
【請求項１０】
　移動距離検出部を円形の部材上に設置し、マウス本体筐体の底面に設けた円形の穴に、
前記部材を回動可能である様にはめ込んだことを特徴とする、請求項９に記載のコンピュ
ータ用マウス。
【請求項１１】
マウス本体を薄い板状に形成するとともに、前記中指置き部、薬指置き部、親指置き部、
小指置き部の全部が、マウス本体の上面と同一平面上にあることを特徴とする、請求項１
から請求項４のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作し易く疲れにくいコンピュータ用マウスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のコンピュータ用マウスはそのほとんどが卵を縦に割った様な形状をしており、使
用者はそれを親指と薬指または小指で左右両側から挟むことによって把持し、前後の移動
はそれらの指の曲げ伸ばしによって行うか、または肘から先の部分を腕ごと移動させるこ
とによって行い、左右の移動は手首または肘を中心とした水平方向への回転運動によって
行っているものが多い。またこの場合クリックスイッチの操作は人差し指と中指で行って
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２５２９１９号公報
【特許文献２】特開２００１－２３６１７７号公報
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【特許文献３】特開２００１－２０２１９４号公報
【特許文献４】特開２００６－３１７２０号公報
【特許文献５】特開２００１－０３４４０５号公報
【特許文献６】特開２００５－６３３６９号公報
【特許文献７】特開２００２－１４７６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしこの方法によれば、前後の移動操作をする際に、指の曲げ伸ばしによって行う場
合は、両側から挟みつつ曲げ伸ばしするので疲れ易いし、またストローク、すなわち一回
の指の曲げ伸ばしによって移動できる距離が短い為操作しにくい。また肘から先の部分を
腕ごと動かす場合は動作が大きくなる為疲れ易い。
本発明が解決しようとする課題は操作し易く疲れにくいマウスを提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１から請求項４に係るマウスは、
マウス本体の前方部に、人差し指で操作可能な右クリックスイッチを兼用する画面スクロ
ール用スイッチを配置し、この画面スクロール用スイッチの左側に人差し指で操作可能な
左クリックスイッチを配置し、この画面スクロール用スイッチの右側に中指の指先を置く
ための薄く形成された中指置き部を配置するとともに、
マウス本体の右側部に、薬指の指先を置くための薄く形成された薬指置き部を配置し、
マウス本体の左側部に、親指の指先を置くための薄く形成された親指置き部を配置し、
マウス本体の右側部であって前記薬指置き部の後方側に、小指の指先を置くための薄く形
成された小指置き部を配置したことを特徴とし、
　力を抜いた自然な状態でマウスに手を被せ、指先を前記各指置き部に置いたときに、指
を曲げ伸ばしすることによってマウスを前後に移動させる為に必要な空間が、少なくとも
前記中指置き部と薬指置き部の後方側に位置する部分と、指と手のひらの作るアーチとの
間にできるように、マウス本体を形成したことを特徴とするコンピュータ用マウスである
。
以下中指、薬指、親指、小指の指置き部がある場合について説明する。
【０００６】
指置き部の形状について説明する
　このマウスは、本体の前方部の右側と本体の右側部、および本体の左側部に配置した、
指先を置くことのできる薄く形成された指置き部があることを特徴としている。この本体
の前方部の右側と、本体の右側部の各指置き部がつながっていても良いし、またそれぞれ
が独立していても良い。この指置き部の周囲の形状は、なめらかな円形でも良いし、指先
の形に合わせた波型でも良いし、直線と曲線の複合形でも良い。
　このマウスの使用者は、マウス本体の手前側の操作面上に手首の付け根部分を置き、手
でマウス本体を覆い、中指、薬指、親指、小指の指先を各指置き部に置くことができる。
そして指先で指置き部を上から押さえ、指を曲げ伸ばしすることによってマウスを前後に
移動させることができる。
なお指先とは指の第一関節から先の部分を指す。
【０００７】
　この指置き部の厚さが薄ければ、指を曲げて前後の移動操作を行う際に、手を握ったり
開いたりする時と同じように自然な動きで、指の第一、第二、第三関節のそれぞれを少し
ずつ曲げ伸ばしすることで指全体の曲げ伸ばしをすることができる。しかし指置き部の厚
さが厚くなるにしたがって指先の位置が次第に高くなり、手首の付け根部分を机上に置い
た状態で、高い指先の位置を保ったまま前後の移動を行なうことになる。このため指の第
三関節が伸展した状態で主に手首と第一、第二関節のみの曲げ伸ばしによって指全体の曲
げ伸ばしをせざるをえなくなるし、腕と手の甲のなす角度も次第に小さくなり疲れやすく
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なる。
　従ってこのマウスの指置き部は薄く形成されていることが必要であり、薄ければ薄いほ
ど操作し易く、長時間使用しても疲れにくい。
【０００８】
続いてマウス本体の形状について説明する。
　マウス本体が高く形成され、指と手の平のつくるアーチと、マウス本体上面との間に隙
間が全く無いか、またはごくわずかしかなければ、指を伸ばそうとしても、マウス本体の
、上面と指や手のひらとがぶつかって指を伸ばすことができない。またマウス本体の前後
の長さが長く、マウス本体後部と手首の付け根部分との間に隙間が全く無いか、または少
ししかなければ、指を曲げようとしてもマウス本体後部と手首の付け根部分とがぶつかっ
て曲げることができない。
　このマウスは、指を曲げ伸ばしすることによってマウスを前後に移動させる為に必要な
空間が、マウス本体の、中指置き部と薬指置き部の後方側に位置する部分と、マウスに被
せた手との間にできるように形成されている。
具体的には、実施例１の様に指置き部から後方に向かって緩やかな斜面になっている場合
もあり、実施例４の様に指置き部が広く、指先を置く場所からやや後方に低く形成された
凸部がある場合もある。
前後方向の長さについては、力を抜いた自然な状態で、手で覆うことのできる普通のサイ
ズのマウスであれば、ほとんど問題なくこの条件を満たすが、なお適宜の長さにすればよ
い。
ユーザーの手のサイズは様々であるが、この場合小は大を兼ねるので、好ましくは多少小
さめのものが良く、さらに好ましくは、ユーザーの手の大きさに合わせて何種類かの大き
さのものがあるとなお良い。
【０００９】
このマウスの特徴について説明する。
　この様な形状であることによって、使用者はこのマウスを、手首の付け根部分を操作面
上に置いた状態で、中指、薬指、親指、小指の指先で上から押さえることによって把持し
、これらの指の曲げ伸ばしによって前後の移動操作を容易に行うことができる。
　この場合、親指や小指と比べると中指、薬指の方が長く、従って指先の移動距離も長い
ので、中指、薬指を主たる原動力として用い、親指、小指を補助的に使用する方が自然で
ある。
また手首の付け根部分を中心とした手首の水平方向の回転運動によって左右への移動操作
を容易に行うことができる。
【００１０】
　この操作方法によれば、従来のマウスとは異なり、使用者はマウス上に自然に手を置き
、上から手の重みで押さえ、指を曲げるだけで前後の移動操作ができる。また従来のマウ
スとは異なり、五本の指のうちの、中央付近の比較的長い指の曲げ伸ばしによって前後の
移動操作を行うために、前後のストロークも大きくとることができる。
　言い換えれば、このマウスを使用する場合は、指の自然な動きを利用し、かつ指をより
効率的に使用する為に、ストロークの大きい移動操作が楽にできる。その為操作し易く疲
れにくい。
なお「ストローク」とは一回の指の曲げ伸ばしによって移動可能な距離のことである。
【００１１】
中指の果たす重要な役割について説明する。
　請求項１から請求項４に係るマウスは、
　マウス本体の前方部に、人差し指で操作可能な右クリックスイッチを兼用する画面スク
　ロール用スイッチを配置し、この画面スクロール用スイッチの左側に人差し指で操作可
　能な左クリックスイッチを配置し、この画面スクロール用スイッチの右側に中指の指先
　を置くための薄く形成された中指置き部を配置するとともに、
マウス本体の右側部に、薬指の指先を置くための薄く形成された薬指置き部を配置してい
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る。
　つまり人差し指の指先の位置および人差し指の可動範囲内に右クリックスイッチを兼用
する画面スクロール用スイッチと左クリックスイッチを配置しており、一方従来のマウス
とは異なり前方の右側、つまり中指の指先の位置にクリックスイッチが無く、中指を置く
ための薄く形成された中指置き部がある。
人差し指の指先は可動範囲が比較的広い為、人差し指で前記二つのスイッチを操作するこ
とが可能である。その結果中指はクリック操作を行わないことができ、指先を指置部に置
いたままで移動操作のみを行うことができる。
【００１２】
このマウスを使用する場合においては、従来のマウスと同様に、クリック操作が素早くで
きる様に、指をクリックスイッチの上に持ち上げ続けることができるが、従来のマウスと
は異なり人差し指だけでクリック操作をすることができるので、人差し指だけを持ち上げ
続ければよい。
一方、中指はクリック操作を行わないことができるため、力を抜いて手をマウス上におい
た時に、中指と薬指の先端は常に指置き部上に置かれていて、中指と薬指で手が自然なア
ーチを描くのを支える形となる。
この為、この状態で人差し指をクリックスイッチの上に持上げ続けることは、従来のマウ
スの様に、人差し指と中指の二本の指を同時に持ち上げ続ける場合と違って極めて楽であ
る。
　以上のように、請求項１から請求項４に係るマウスにおいては、マウス本体の前方部右
側にある指置部に置いた中指が、移動操作の主力となると同時に、クリック操作を担う人
差し指を支える主力となっている。このマウスにおいては中指の果たす役割が大変重要で
ある。従って構造的にはマウス本体の前方部右側に指置き部を配置したことが、このマウ
スにおける最も重要な特徴のひとつと言える。
【００１３】
　以上中指、薬指、親指、小指の指置き部がある場合について説明したが、
指先の移動距離の長い中指と薬指を、移動操作の主たる原動力として用いること。親指と
小指は補助的に用いるにすぎないこと。さらに、中指と薬指のみの場合でもこの発明の効
果を奏することから、中指と薬指の指置き部がある場合を請求項１とした。
また、移動操作を行う指が、中指と薬指の場合、中指と薬指と親指の場合など、各指の組
み合わせによってそれぞれ微妙に操作感が異なり、各々それなりの効果を奏することから
、中指置き部と薬指置き部に加えて親指置き部がある場合を請求項２、さらに小指置き部
がある場合を請求項３とした。
【００１４】
　請求項５に係るマウスは、右クリックスイッチを兼用する画面スクロール用スイッチの
代わりに、同じ位置に右クリックスイッチを配置するとともに、マウス本体左側面部に、
親指で操作可能な画面スクロール用スイッチを配置したことを特徴とする請求項１から請
求項４のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウスである。
　人差し指の指先は可動範囲が比較的広い為、人差し指で右クリックスイッチ、左クリッ
クスイッチの両方を操作することが可能である。また親指で画面スクロール用のスイッチ
を操作できるため、左クリックスイッチと右スリックスイッチの操作を人差し指で行い、
画面スクロール用スイッチの操作を親指で行うというように役割を分担することができる
。
【００１５】
　請求項６に係るマウスは、中指置き部、薬指指置き部、小指置き部において、互いに隣
り合う二つの指置き部、または三つの指置き部の全部がつながり、一体となっていること
を特徴とする、請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウスであ
る。
指置き部がつながって一体となっている為、指を置く位置の自由度が高くなり、使用し易
い。
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【００１６】
　請求項７に係るマウスは、指置き部の縁の、少なくとも一部に凸部を設けたことを特徴
とする、請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウスである。
　このマウスは縁部が盛り上がっている為、指先が指置き部から外れにくく使用し易い。
【００１７】
　請求項８に係るマウスは、左クリックスイッチの周りを囲うように、凸部を設けたこと
を特徴とする、請求項１から請求項７のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウスであ
る。
　このマウスは、クリックスイッチのばね圧を適宜に調整することにより、人差し指の指
先をクリックスイッチの上に軽く載せた状態で、水平方向に力を加えれば、周囲の凸部を
指先が押すことによって移動操作に使用でき、マウスがクリックする位置に停止したら垂
直方向に力を加えてクリックスイッチを押し下げることができる、という様に人差し指を
移動操作とクリック操作の両方に使うことができる。これにより、人差し指を持ち上げて
、移動操作を行う場合よりも、より安定した移動操作が可能である。
【００１８】
　請求項９に係るマウスは、移動距離検出部とマウス本体の筺体とを、水平方向に回動可
能であるように結合したことを特徴とする、請求項１から請求項８のいずれか一項に記載
のコンピュータ用マウスである。
　ディスプレイの画面上における垂直方向をカーソルの移動軸とし、それに対応する操作
面上のマウスの移動方向をマウスの移動軸と定義する。
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウスは、上から押さえ
た指の曲げ伸ばしによって前後方向の移動操作を行うが、この様に指を使用した場合、指
先の可動範囲が広い為、マウスを把持したまま手首とマウスを水平方向に多少回転させて
も、指を曲げる方向をそれに応じて変えることによって、マウスを一定の方向、すなわち
マウスの移動軸の方向に動かすことが可能である。
　そしてこの場合、手首の水平方向の角度の変化に従って、指を曲げる方向も変わる為、
手首の角度の違いにより、前後の移動操作時に微妙な操作感の違いを生じる。
　請求項９に係るマウスは、移動距離検出部とマウス本体の筺体とを、互いに水平方向に
回転させることによって、マウスの移動軸に対するマウス本体のなす角度を変えることが
できる。従ってマウスの移動軸に対する操作時の手首の角度を変えることができる。その
為使用者はマウスを水平方向に回転させて、自分の好きな角度でマウスを使用することが
できる。
また、マウスの形状によっては、手首の角度を変えずに、マウスのみを回転させて異なっ
た角度で使用することも可能である。
【００１９】
　請求項１０に係るマウスは、移動距離検出部を円形の部材上に設置し、マウス本体筺体
の底面に設けた円形の穴に、前記部材を回動可能である様にはめ込んだことを特徴とする
、請求項９に記載のコンピュータ用マウスである。
　このような機構にすることによって、移動距離検出部とマウス本体の筺体とを、互いに
水平方向に回転させる際に、その回転させる操作を簡単に行うことができる。
【００２０】
　請求項１１に係るマウスは、マウス本体を薄い板状に形成するとともに、前記中指置き
部、薬指置き部、親指置き部、小指置き部の全部が、マウス本体の上面と同一平面上にあ
ることを特徴とする、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のコンピュータ用マウ
スである。
　このマウスは、座標検出装置等の各機器を全体的に薄く形成し、平たい板状の筐体に収
納したものであるが、一部薄く出来ない機器があって、その部分だけ突出させる場合は、
実施例にあるように、前方の先端部等の操作に支障しない部分に配置するのが望ましい。
全体的にすっきりとしたデザインが可能である。
　このマウスは事実上指置き部と本体部の区別がない為、平らな上面のどこを押さえても
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良く、指を伸ばしたまま押さえるなど、その時々に自由な把持の仕方が可能である。実施
例のように親指と小指は上面ではなく縁の部分を押さえて操作することもできる。
【発明の効果】
【００２１】
　請求項１から請求項４に係るマウスを使用する場合は、大きなストロークの自然な操作
が可能であり、操作しやすく疲れにくい。またクリックスイッチ操作用の指を持ち上げ続
けたとしても楽にできる為疲れにくい。
【００２２】
　請求項５に係るマウスを使用する場合は、親指で画面スクロール用のスイッチを操作す
ることが可能である為人差し指の負担が少なくてすむ。
【００２３】
　請求項６に係るマウスを使用する場合は、指を置く位置の自由度が高くマウスを把持し
　やすい。
【００２４】
　請求項７に係るマウスを使用する場合は、指置き部から指が外れにくい為、使用し易い
。
【００２５】
　請求項８に係るマウスを使用する場合は、安定した移動操作ができる。
【００２６】
　請求項９に係るマウスを使用する場合は、マウスを水平方向に回転させ、自由な角度で
　使用できるため、使用しやすい。
【００２７】
　請求項１０に係るマウスを使用する場合は、マウスを使用する角度の変更が簡単にでき
　る。
【００２８】
　請求項１１に係るマウスを使用する場合は、指置き部と本体部の区別がない為全体的に
　平らな形状が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】従来のマウスを示す斜視図である。
【図２】本願の発明を実施するための最良の形態を示す参考斜視図である。
【図３】本願の発明を実施するための最良の形態の平面図である。
【図４】本願の発明に係る実施例１を示す参考斜視図である。
【図５】本願の発明に係る実施例１の平面図である。
【図６】本願の発明に係る実施例２を示す参考斜視図である。
【図７】本願の発明に係る実施例２の平面図である。
【図８】本願の発明に係る実施例３を示す参考斜視図である。
【図９】本願の発明に係る実施例３の平面図である。
【図１０】本願の発明に係る実施例４の使用状態を示す参考斜視図である。
【図１１】本願の発明に係る実施例４の平面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
発明を実施するための最良の形態を図２に基づいて説明する。
機器類を収納する収納部１と、その前方にクリックスイッチを兼用する画面スクロールス
イッチ１０を配置し、その左側に左クリックスイッチ６、右側に中指の指置部２、を配置
し、左右両側に薄く形成された薬指３、小指４、親指５の各指の指置き部を有するマウス
であって、各指の指置き部は、手首の付け根部分を机上に置いた状態で、力を抜いて、前
記各指をそれぞれの指の指置き部に自然に置くことができる様に、帯状につながり、曲線
を描く様に配置されている。中指と薬指の指置き部の縁の部分８が少し盛り上がり、指が
はずれにくくなっている。
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【００３１】
収納部はドーム型の形状をしていて、この収納部の左右両側の後方部分の幅がくびれる様
に少し狭くなっており、その結果この部分の上面の傾斜が急になっていて、これがマウス
の側面９となっている。
この右側面を薬指または小指で押さえ、左側面を親指で押さえることによって、マウスを
左右に移動させる際により安定した動作が可能になる。
【００３２】
人差し指の指先の位置には左クリックスイッチ６と右クリックスイッチを兼ねた画面スク
ロール用の回転体型スイッチ１０がある。
このクリックスイッチの周囲の台座部分７を盛り上げて形成してあり、かつクリックスイ
ッチのばね圧をやや強めに調整してある為、人差し指の指先をクリックスイッチの上に載
せた状態で、水平方向に力を加える移動操作と、垂直方向に力を加えるクリック操作の両
方が可能である。
また人差し指の可動範囲が比較的広い為、左のクリックスイッチ６と右クリックスイッチ
を兼ねた画面スクロール用の回転体型スイッチ１０の両方を操作することができる。
【００３３】
マウスの手前の机上に手首の付け根部分を置き、力を抜いて指先をその指置き部に自然に
置いた時に指と手のひらの作るアーチとの間に、一定の空間ができるように、前記アーチ
に対して収納部の高さは低く、また前後の長さも十分短く形成されている。
この様な形状であることによって、使用者はこのマウスを、手首の付け根部分を机上に置
いた状態で、指先で上から押さえることによって把持し、これらの指の曲げ伸ばしによっ
て前後の移動操作を容易に行うことができる。
【００３４】
図２は発明を実施するための最良の形態を示す参考斜視図である。
【実施例１】
【００３５】
発明を実施するための実施例１を図４に基づいて説明する。
収納部、指置部、クリックスイッチの位置関係は最良の形態の場合とほぼ同じである。
【００３６】
人差し指の指先の位置には左クリックスイッチ１６と、右クリックスイッチを兼ねた画面
スクロール用の回転体型スイッチ１７があり、クリックスイッチから後方に向かって、
帯状の盛り上がり部１９ｂがあり、クリックスイッチ操作時には、ここに人差し指を載せ
ることができる。
また中指の指置き部から後方に向かって、収納部１９ａが緩やかに傾斜をなして高くなり
、途中から前記人差し指を載せる帯状の盛り上がり部と一体となった付近で最高点に達し
、その後カーブしながら低くなり本体の後端部をなしている。
この様に、収納部は、後方では一体であるが、ある地点からは、緩やかに傾斜をなして低
くなり中指の指置き部に至る右半分と、ある程度の高さを保ちながらやがてクリックスイ
ッチに至る左半分とによって構成されている。
【００３７】
この、中指の指置き部から緩やかに傾斜をなして高くなっていく収納部と、薬指または小
指の指置き部との間に段差が生じるが、これは言い換えれば本体の右側面であり、この側
面を薬指または小指で押さえ、反対側の側面１９ｂを親指で押さえることによって、マウ
スを左右に移動させる際により安定した動作が可能になる。
【００３８】
マウスの手前の机上に手首の付け根部分を置き、力を抜いて指先をその指置き部に自然に
置いた時に指と手のひらの作るアーチとの間に、一定の空間ができるように、前記アーチ
に対して収納部の高さは低く、また前後の長さも短く形成されている点は最良の形態と同
じである。
この様な形状であることによって、使用者はこのマウスを、手首の付け根部分を机上に置
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いた状態で、指先で上から押さえることによって把持し、指の曲げ伸ばしによって前後の
移動操作を容易に行うことができる。
【００３９】
図４は実施例１を示す参考斜視図である。
【実施例２】
【００４０】
発明を実施するための実施例２を図６に基づいて説明する。
このマウスは、実施例１における、右クリックスイッチを兼ねた画面スクロール用の回転
体型スイッチのあった位置に、右クリックスイッチ２７を配置し、親指の指先で操作可能
な位置に、クリックスイッチの機能のない画面スクロール用の回転体型スイッチ２９ｂを
配置したものである。その他の部分は実施例１と同じである。
左クリックスイッチ２６と右クリックスイッチ２７を人差し指で操作し、画面スクロール
用の回転体型スイッチ２９ｂを親指で操作することができる。
【００４１】
図６は実施例２を示す参考斜視図である。
【実施例３】
【００４２】
実施例３を図８に基づいて説明する。
実施例３は、平板状の基盤と、それに被せる様に一体化した円盤状の筺体で本体を構成し
、本体天面の端に、左クリックスイッチ５２を、その右側に右クリックスイッチを兼用す
る画面スクロール用の回転体型スイッチ５４を配置したものである。全体を薄い円盤状に
形成してあるが、これは収納部と指置き部の区別がないため全体がほぼ平坦であり、より
スッキリとしたデザインとなっている。
【００４３】
５１はここに指先を置いて移動操作を行う、指置き部である。収納部と指置き部の区別が
ないため上面部分のほぼ全体を占めており、従って実施例３は全体が薄く形成されている
。
【００４４】
５５は５１の一部が厚く盛り上がっている部分であり、ここに移動距離検出部等の部品を
内蔵する。
【００４５】
左クリックスイッチ５２と右クリックスイッチを兼用する画面スクロール用の回転体型ス
イッチ５４は近接して設置されている為人差し指で両方を操作できる。
【００４６】
また左クリックスイッチ５２を囲う様に盛り上がり部５３を設けたことによって、人差し
指を移動操作とクリック操作の両方に使用することができる。
【００４７】
図８は実施例３の使用状態を示す参考斜視図である。
【実施例４】
【００４８】
実施例４を図１０に基づいて説明する。
実施例４は、全体を角ばったデザインにしたものであり、全体を直線と平面で構成してい
る。
図１０は実施例４を示す参考斜視図である。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
本発明のマウスは、形状やスイッチ等の配置に特徴があり、マウスの動作方式は従来と変
わらない為、既存のコンピュータへ付け替えて使用でき、マウス単体での販売も可能であ
り、工業生産も可能である。
【符号の説明】
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　１　　収納部。
　２　　中指置き部。
　３　　薬指置き部。
　４　　小指置き部。
　５　　親指置き部。
　６　　左クリックスイッチ。
　７　　周囲を盛り上げたクリックスイッチの台座部。
　８　　盛り上げた指置き部の縁部。
　９　　収納部の側面。
１０　　右クリックスイッチを兼ねた画面スクロール用の回転体型スイッチ。
１１　　収納部。
１２　　中指置き部。
１３　　薬指置き部。
１４　　小指置き部。
１５　　親指置き部。
１６　　左クリックスイッチ。
１７　　右クリックスイッチを兼ねた画面スクロール用の回転体型スイッチ。
１８　　盛り上げた指置き部の縁部。
１９　　収納部の側面。
１９ａ　収納部上面。
１９ｂ　人差し指を載せる盛り上がり部。
２１　　収納部。
２２　　中指置き部。
２３　　薬指置き部。
２４　　小指置き部。
２５　　親指置き部。
２６　　左クリックスイッチ。
２７　　右クリックスイッチ。
２８　　盛り上げた指置き部の縁部。
２９　　収納部の側面。
２９ａ　収納部上面。
２９ｂ　画面スクロール用の回転体型スイッチ
２９ｃ　人差し指を載せる盛り上がり部。
５１　　指先を置く指置き部。
５２　　左クリックスイッチ。
５３　　周囲を盛り上げたクリックスイッチの囲い
５４　　右クリックスイッチを兼ねた画面スクロール用の回転体型スイッチ。
５５　　５１の一部が厚く盛り上がっていて部品を内蔵する収納部。
６１　　収納部
６２　　指置き部
６３　　左クリックスイッチ。
６４　　周囲を盛り上げたクリックスイッチの囲い
６５　　右クリックスイッチを兼ねた画面スクロール用の回転体型スイッチ。
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